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平成３０年度第２０回庁議提案  審議・報告・その他 

提 出 日：平成３１年１月２２日 

担当部・課：産業部商工課〔内線３５２０〕 

① 件  名 

石巻市中小企業融資制度（災害関連枠）の拡充について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  本市では、東日本大震災の影響により被害を受けた市内中小企業者を支援するため、平成２３

年度に、従来から実施している石巻市中小企業融資あっせん制度を拡充して「災害関連枠」を 

新たに設けた。 

  近年、「災害関連枠」の融資実行件数は増加傾向にあり、また、限度額上限まで借受ける事業者

や返済繰延べ等の条件変更を行う事業者も増加している状況にある。 

 

【目的】 

  本市事業者の復興は道半ばであり、更なる支援が必要であることから、石巻市中小企業融資 

制度（災害関連枠）の拡充を図り、被災中小事業者の資金ニーズに応えるもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

石巻市中小企業融資あっせん要綱（平成１７年４月１日告示第１６０号） 

石巻市中小企業融資あっせん規則（平成１７年４月１日規則第１８１号） 

石巻市緊急経済対策等保証料補給事業実施要綱（平成２１年１月２６日告示第１６号） 

石巻市中小企業融資災害関連利子補給事業実施要綱（平成２３年７月１日告示第１７２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

石巻市震災復興基本計画 

施行大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 

３ 職の再建 

（１）雇用の維持と創出 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成３０年１１月 石巻市水産復興会議において、水産業界の被災企業における復旧・復興事業計

画の抜本的な見直しを図るための新たな融資制度の創設について要望 

金融懇談会（取扱金融機関７行、信用保証協会、商工会議所、商工会） 

において意見交換（保証料補給率・貸付限度額の引上げ等についての要請あり） 

⑤ 主な内容 

現行の石巻市中小企業融資制度（災害関連枠）を以下のとおり拡充する。 

１ 保証料補給金の引上げ（現行５０％→１００％） 

２ 貸付限度額の引上げ （現行１，０００万円→２，０００万円） 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  制度の拡充により、復興期間である平成３２年度までの２年間で新たに５０社超、 

約９億７，０００万円の資金ニーズに対応することができる。 

 

【市財政への負担】 

制度の拡充により、新たに約６１，０００千円の財政負担が発生する見込み 

（内訳） 

保証料補給金の負担増（平成３１～３２年度） 約２８，０００千円 

利子補給金の負担増 （平成３１～３６年度） 約３３，０００千円 

※制度上、利子の補給は３年間 

財源は、平成３２年度まで震災復興基金（県）を充当 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

他市町の被災中小企業向け融資制度の条件は、以下のとおり。 
 仙台市 東松島市 女川町 

貸付限度額 50,000 千円 10,000 千円 10,000 千円 

貸付利率 1.3％ 1.5％ 1.5％ 

保証料補給率 100％ 100％ 100％ 

利子補給率 100％ 100％ 100％ 
 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

平成３１年３月 石巻市中小企業融資あっせん要綱の一部改正 

（平成３１年４月１日施行） 

石巻市緊急経済対策等保証料補給事業実施要綱の一部改正 

（平成３１年４月１日施行） 

⑨ その他 

 

 


